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住宅・生活再建支援制度の概要
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1. 住宅に対する支援

①補助金支給
制度名 概要 備考（注）

被災者生活再
建支援制度
（全壊・大規模

半壊）

国

【根拠法】被災者生活再建支援法
【対象】住宅が全壊または大規模半壊した世帯で、浦安市からり災証明書を交付さ

れた方
【補助金額】災害により住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯

の世帯主に対し、支援金を支給します。支給額は、次の 2 つの支援金の合計額
1）住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金）
全壊 支給額＝100 万円

大規模半壊 支給額＝50 万円
2）住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金）
建設・購入 支給額＝200 万円

補修 支給額＝100 万円
賃借（公営住宅を除く）支給額＝50 万円

●対象世帯数

全壊：26

大規模半壊：

1995

合計：2021

●申請世帯数

1191
●申請率

58.9％

千葉県液状化
等被害住宅再
建支援事業

補助金
（半壊・一部損壊）

千
葉
県

【対象】市内の一戸建て住宅に居住していた被災世帯であって、次のいずれか
に該当する世帯
・地盤被害により「半壊に至らない（一部損壊）」被害を受けた住宅を解
体した世帯（住宅解体世帯）
・地盤被害により「半壊」または「半壊に至らない（一部損壊）」被害を
受けた住宅の地盤を復旧（基礎の修復を含む）した世帯（住宅地盤復旧等
世帯）
・「半壊」被害を受けた住宅を補修した世帯（半壊住宅補修世帯）

【補助金額】
支給単位 支給額

住宅解体世帯 複数世帯 100 万円 単数世帯 75 万円

住宅地盤復旧等世帯 複数世帯 100 万円 単数世帯 75 万円

半壊住宅補修世帯 25 万円

※国の支援制度の対象となる世帯はこの補助金を受けることはできない。

※県の補助金の交付は 1回限り。上記の補助金を重複して受けることはできない。解

体などに要した費用が補助対象限度額に満たない場合には、その額を上限額とする。

●対象世帯数

半壊：2037

一部損壊：

4599

合計：6636

●申請世帯数

58

●申請率

0.9％

浦安市液状化
等被害住宅再
建支援事業

補助金
（全壊～一部損壊）

浦
安
市

【対象】市内に一戸建て住宅を所有していた被災世帯であって、申請時にこの住宅
に居住していて、次のいずれかに該当する世帯
・住宅の建替え工事を行った世帯（住宅建て替え世帯）
・住宅の地盤復旧工事または基礎の修復を行った世帯（住宅地盤復旧等世帯）
・全壊または大規模半壊世帯で住宅の補修を行った世帯（全壊等住宅補修世
帯）
・半壊世帯で住宅の補修を行った世帯（半壊住宅補修世帯）
※支援対象は、一戸建住宅のみ。木造のタウンハウスについては、各戸を個々

の戸建住宅とみなして算出し、それぞれの住宅により設立された管理組合に
対して補助金を支給。

【補助金額】
・住宅建て替え世帯＝100 万円
・住宅地盤復旧等世帯＝100 万円
・全壊等住宅補修世帯＝100 万円
・半壊住宅補修世帯＝25 万円
※上記の補助金を重複して受けることはできない。補助金の交付は 1 回限り。国または県

の支援制度と併せて申請可。市の補助金は、工事に実際に要した額から、国の支援金

または千葉県の補助金の額を減じて得た額、もしくは市の補助金上限額のいずれか低

い額になる。

●対象世帯数

全壊：7

大規模半壊：

1511

半壊：2037

一部損壊：

4599

合計：8154

●申請世帯数

103

●申請率

1.3％

浦安市被害
分譲集合住宅
ライフライン
補修補助金

浦
安
市

【対象】当該地震によって、建物の被害を証する「り災証明」または、敷地および共
用部分のライフラインの被害を証する「被災証明書」を受けた市内の分譲集合住
宅の管理組合

【対象工事】被災した敷地および共用部分に係るライフラインの補修工事
【補助金額】1つの管理組合について、補助対象工事経費の3分の1の額（1000円

未満は切り捨て）で上限額 3000 万円

（注）対象世帯数、申請世帯数は 8 月 31 日現在。住宅支援のうち県・市の支援の対象世帯数は、自ら所有する戸建て
住宅の再建を行うことにより対象となり得る世帯数。
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単位：万円

被災程度 再建方法
国

県 市基礎
支援

加算
支援

全壊 建て替え 100 200 - 100
別の場所
に建て替
え・購入

100 200 - -

住宅賃貸 100 50 - -
補修

100 100

- 100

地盤復旧 - 100

大規模半壊
建て替え

50
（100

※）
200 - 100

別の場所
に建て替
え・購入

50 200 - -

住宅賃貸 50 50 - -
補修

50 100
- 100

地盤復旧 100

解体
50

（100
※）

- - -

半壊 建て替え 100※ 200 - 100
補修 - - 25 25
解体 100※ - - -

地盤復旧 - - 100100

一部損壊 建て替え - - - 100
解体 - - 100 -

地盤復旧 - - 100100

※半壊・大規模半壊の判定を受け、やむを得ない理由で解体した場合は、全壊と見なされ、基礎支援金として 100 万円

が国から支給される。建替える場合は、基礎支援のほかに加算支援もある。
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②利子補給
制度名 概要

被災者住宅等
再建支援

利子補給制度
国

●戸建住宅
【対象】り災証明を受けた住宅（以下「被災住宅」）を、自己または親族が所有し、3 月 11 日に、自

己または親族が当該被災住宅に居住していた方で、平成 24 年 3 月 31 日までに融資を受ける
方

【対象工事】
○建設・購入

・被災住宅に代わる住宅を浦安市内で建設または購入
・被災住宅に代わる住宅の建設または購入に必要な土地の購
○補修
・被災住宅の補修工事、地盤復旧工事（住宅の地盤への杭打ちなど）、基礎の修復工事（住宅
の土台のかさ上げなど）、敷地に係る外構（門扉、外塀、車庫など）の工事、給排水設備工事

【内容】
・利子補給額 借入金の利子に相当する額
・利子補給対象限度額 融資額 1000 万円以下
・利子補給期間 初回の返済日の属する月から起算して 5 年以内

●集合住宅
【対象】り災証明または被災証明を受けた分譲集合住宅で、被災した敷地・共用部分のライフライ

ンの復旧工事を行うための資金を、平成 26年 4月 10日までに、金融機関から融資を受けた管
理組合

【対象工事】被災した敷地・共用部分のライフラインの復旧工事
【内容】

・利子補給額 借入金の利子に相当する額
・利子補給対象限度額 融資額 1 億円以下
・利子補給期間 初回の返済日の属する月から起算して 5 年以内

災害復興住宅
融資

住
宅
金
融
支
援
機
構

【内容】建設、新築住宅の購入、中古住宅の購入、補修の融資
【根拠法令など】独立行政法人住宅金融支援機構法
【支援の種類】融資
【対象】次の 4 つの項目すべてにあてはまる方

1.災害によって被害が生じた住宅の所有者、賃借人または居住者で、浦安市から、罹災証明
書の交付を受けた方

2.ご自身が居住するために住宅を建設、購入または補修する方
3.年収に占めるすべての借り入れの年間合計返済額の割合（総返済負担率）が次の基準を満
たしている方

4.日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人
【補修の場合の融資限度額】

構造など 融資限度額 返済期間

補修資金融資

耐火住宅 640 万円 20 年以内

準耐火住宅 640 万円 20 年以内

木造住宅 590 万円 20 年以内

整地費 380 万円 あわせて利用する補修資金融資の
返済期間と同じ期間引方移転費用 380 万円

災害復興宅地
融資

住
宅
金
融
支
援
機
構

【内容】災害により被害を受けた宅地の所有者に対する補修の融資
【拠法令など】独立行政法人住宅金融支援機構法
【支援の種類】融資
【対象】次の 4 つの項目すべてにあてはまる方

1.災害によって被害が生じた宅地を補修しようとする方で、浦安市から、被災証明書の交付を
受けた方

2.年収に占めるすべてのお借入れの年間合計返済金額の割合（総返済負担率）が次の基準を
満たしている方
・年収 400 万円未満＝総返済負担率基準 30％以下
・年収 400 万円以上＝総返済負担率基準 35％以下

3.主として他人に貸すための住宅の宅地を補修する場合は、償還の確実な連帯保証人のある
方

4.個人（日本国籍の方または永住許可等を受けている外国人の方）または法人
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2.生活に対する支援

①義援金等
制度名 概要 備考（注）

義援金
（全壊 100 万
円半壊・大規
模半壊 50 万

円）

国
・
千
葉
県

【支援の種類】給付
【内容】全国の日本赤十字社、中央共同募金会等を通じて寄せられた義援金（国

義援金）・千葉県へ寄せられた義援金（県義援金）を配分
支給単位一次配分二次配分 合計

住宅が全壊 1 世帯 50 万円 50 万円 100 万円

住宅が半壊（大規模半壊含む） 1 世帯 20 万円 30 万円 50 万円

重傷者※ 1 人 10 万円 40 万円 50 万円

※全治 1 ヶ月以上の加療を要する方。被災に直接起因しない場合対象外。

●対象世帯数

全壊：26

大規模半壊： 1995

半壊：2920

合計：4941

●申請世帯数

3026

●申請率

61.2％

千葉県
災害見舞金
（全壊 10 万

円）

千
葉
県

【支援の種類】給付
【内容】災害により重傷を負った方や、住家を全壊した世帯主に対し、千葉県の

基準により見舞金を支給
【対象】住宅が全壊の被害を受けている世帯主、全治 1 カ月以上の加療を要する

方 （所得制限無し）
給付金額

重傷者※ 3 万円

住家が全壊した世帯主 10 万円

※全治 1 ヶ月以上の加療を要する方。被災に直接起因しない場合対象外。

●対象世帯数

全壊：26

●申請世帯数

17

●申請率

65.4％

日本赤十字
社浦安市地
区見舞金
（半壊以上
5000 円）

日
赤
浦
安
市
地
区

【支援の種類】給付
【内容】災害で住居が半壊以上の被害を受けたり、床上浸水の被害を受けたりし

た場合、また、重傷を負った場合に、日本赤十字社浦安市地区から見舞金を
支給

【対象】住宅が全壊、半壊、床上浸水した世帯、入院加療を要する傷を負った方
（所得制限無し）

支給単位 支給額

住宅が全壊・半壊した場合 1 世帯 5000 円

重傷者※ 1 人 5000 円

※入院加療を要する傷を負った方。被災に直接起因しない場合対象外。

●対象世帯数

全壊：26

大規模半壊： 1995

半壊：2920

合計：4941

●申請世帯数

2986

●申請率

60.4％

千葉県
共同募金会

見舞金
（半壊以上
3000 円～1

万円）

共
同
募
金
会
浦
安
市
支
会

【支援の種類】給付
【内容】災害で住居が半壊以上の被害を受けた場合や、重傷を負った場合に、千
葉県共同募金会から見舞金を支給

【対象】住宅が全壊、半壊した世帯、全治 1 カ月以上の傷を負った方
（所得制限無し）

支給単位 支給額

住宅が全壊した場合 1 世帯 持ち家 1 万円 持ち家以外 5000 円

住宅が半壊した場合 1 世帯 持ち家 5000 円持ち家以外 3000 円

重傷者※ 1 人 持ち家 5000 円持ち家以外 5000 円

※全治 1 ヶ月以上の加療を要する方。被災に直接起因しない場合対象外。

●対象世帯数

全壊：26

大規模半壊： 1995

半壊：2920

合計：4941

●申請世帯数

2981

●申請率

60.3％

災害援護
資金貸付
（半壊以上
170～350 万

円）

千
葉
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合

【根拠法令など】災害弔慰金の支給などに関する法律
【支援の種類】貸付
【対象】次のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主

世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が 1 カ月以上
家財（自家用車含む）の 3 分の 1 以上の損害

住居の半壊または全壊・流失
【【所得制限】

世帯員 市民税の平成 21 年の総所得金額

1 人 220 万円

2 人 430 万円

3 人 620 万円

4 人 730 万円

5 人以上
1 人増すごとに 730 万円に 30 万円を加えた額。ただし、住居が

滅失した場合は 1270 万円する

【貸付限度額】

●対象世帯数

全壊：26

大規模半壊： 1995

半壊：2920

合計：4941

●申請世帯数

50

●申請率

1.0％
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制度名 概要 備考（注）

貸付限
度額

世帯主に 1 カ月以上の
負傷がある場合

世帯主の負傷のみ 150 万円

家財の 3 分の 1 以上の損害 250 万円

住居の半壊 270 万円（350 万円）

住居の全壊 350 万円

世帯主に 1 カ月以上の
負傷がない場合

家財の 3 分の 1 以上の損害 150 万円

住居の半壊 170 万円（250 万円）

住居の全壊（※の場合を除く） 250 万円（350 万円）

※住居の全体の滅失または流失 350 万円

貸付利率
連帯保証人を立てる場合 無利子

連帯保証人を立てない場合 年 1.5 パーセント

措置期間 6 年以内（特別の場合 8 年）

償還期間 13 年以内（据置期間を含む）

償還方法 年賦または半年賦

※被災した住居を建て直す際に、住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合など特

別な事情がある場合は（ ）内の金額

生活福祉資
金制度によ
る貸付

千
葉
県
社
会
福
祉
協
議
会

【内容】千葉県社会福祉協議会が実施している生活福祉資金により、被災などで
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要な生活費（緊急小
口資金）を貸し付ける制度

【支援の種類】融資（保証人は不要）
【貸付内容】

貸付限度額 10 万円※

貸付利率 無利子

据置期間 １年以内

償還期間 ２年以内

※世帯員に要介護者がいる、または、世帯員が４人以上の世帯、世帯員に重傷者・妊

産婦・学齢児童がいる世帯で、千葉県社会福祉協議会会長が貸し付けが必要と認

める世帯は、限度額は 20 万円。所得制限無し。

母子寡婦福
祉資金の

貸付

浦
安
市

【対象】母子家庭、母子福祉団体、父母のいない児童、寡婦など

【内容】経済的な自立と生活の安定を図るために必要な経費の貸し付け

年金担保貸
付・労災年金

貸付

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構

【内容】厚生年金保険、国民年金（老齢福祉年金を除く）または労働者災害補償

保険の年金の支払いを受けている方に、医療、住居、冠婚葬祭などに必要な

資金を融資

【根拠法令など】独立行政法人福祉医療機構法

【対象】次の証書をお持ちの方で、現在、年金の支払いを受けている方

・厚生年金保険年金証書
・国民年金・厚生年金保険年金証書
・船員保険年金証書
・国民年金証書
・労働者災害補償保険年金証書

【融資条件】

融資金額

融資金額は、借入申込者が必要と認められる額の範囲
内で、次の３つの要件を満たす額の範囲内
・10 万円～250 万円の範囲内（１万円単位）
・受けている年金額の 1.2 倍以内
・１回あたりの返済額の 15 倍以内

返済方法

支給される年金のうち、借入申込者が指定した額（定
額。１万円単位）を返済に充てる。ただし、各回の最
低返済額は、各回支給額の１割（１万円単位）で、１
万円を下限とする

担保 年金を受ける権利（受給権）が担保

融資利率
年金担保貸付＝1.6％（平成 23 年２月 15 日改定）、労
災年金担保貸付＝0.9％（平成 19 年 12 月 14 日改定）

連帯保証人
連帯保証人（審査基準あり）が必要。ただし、信用保
証機関に保証料を支払うことにより、信用保証を利用
することができる（利用要件あり）

（注）対象世帯数、申請世帯数は 8月 31日現在。生活支援の対象世帯数は、被害認定基準により被害判定があったす
べての世帯数。
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②税・保険料関係の支援

制度名 概要

市税等の減
免

浦
安
市

●個人の市民税・県民税の減免
【減免対象】東日本大震災の被災者で、所有する住宅（本人または本人と生計を同一にする親族が

常時、生活する住宅）の損害の程度が全壊・大規模半壊・半壊で、平成 22 年中の所得金額の合
計額※が 1000 万円以下の方
※所得金額の合計額とは、純損失、居住用財産の買い換えなどの場合の譲渡損失、特定居住用

財産の譲渡損失および雑損失の繰越控除後の総所得金額、分離短期譲渡所得の金額（特別
控除後）、分離長期譲渡所得の金額（特別控除後）、分離課税の上場株式などに係る配当所
得の金額（繰越控除後）、株式などに係る譲渡所得などの金額（繰越控除後）、先物取引に係る
雑所得などの金額（繰越控除後）、山林所得金額および退職所得金額の合計額

【減免基準】

所得金額の合計額
減免の割合

半壊・大規模半壊 全壊

500 万円以下であるとき 2 分の 1 減額 全額免除

500 万円を超え 750 万円以下であるとき 4 分の 1 減額 2 分の 1 減額

750 万円を超え 1000 万円以下であるとき 8 分の 1 減額 4 分の 1 減額

●固定資産税の減額と納期間の延期

○土地に係る減免

・地盤の液状化による被害を受けた次の対象地域について、税額の 40 パーセントを免除。

・対象地域 海楽、美浜、入船、東野、富岡、弁天、今川、舞浜、日の出、明海、高洲、港、鉄鋼
通り、千鳥

○家屋に係る減免
・家屋の損害の程度に応じて、次のとおり税金を減免。

損害の程度 減免の割合

全壊 全額免除

大規模半壊 10 分の 8 減額

半壊 10 分の 6 減額

○償却資産に係る減免

・申請により、家屋に係る減免に準じ、税額を減免

○固定資産税の納期間の延長
・第１期、第２期の納期限を延長

●法人市民税の申告期限の延長
・災害などの理由により、法人市民税の申告・納付を期限までにできない場合は、申請すること

で、期限を延長できる。

医療費の免
除

浦
安
市

【免除期間】3 月 11 日～平成 24 年 2 月 29 日
※対象 3（下記参照）は、24 年 2 月 29 日までの間で主たる生計維持者の行方が明らかになるま

で。対象 6 は指示があった日から。ただし、原発の事故に伴い、政府の屋内退避指示の対象に
なっていた方は 6 月 30 日まで

【対象】災害救助法の適用地域（東京都を除く）や被災者生活再建支援法の適用地域の住民で、次
のいずれかに該当する方
1.住家の全壊・大規模半壊・半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした
2.主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った
3.主たる生計維持者の行方が不明である
4.主たる生計維持者が業務を廃止・休止した
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない
6.原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域および緊急時避難準備区域に関する

指示の対象になっている
7.特定避難勧奨地点に居住しているため、避難している方

国民健康保
険税の減免

浦
安
市

【対象】次のいずれかに該当する世帯
1.居住する住宅の損害の程度が全壊・大規模半壊・半壊の世帯
2.主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
3.主たる生計維持者または被保険者の行方が不明となった世帯
4.主たる生計維持者が業務を廃止または失業した世帯
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5.主たる生計維持者の収入が減少すると見込まれる世帯
6.原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域および緊急時避難準備区域に関する

指示などの対象になっている世帯
【減免期間】平成 23 年度分の国民健康保険税を減免
※3 月 11 日以降に納期が到来した税額を還付する予定

【減免内容】1 に該当する方は、全壊＝全額免除、大規模半壊・半壊＝2 分の 1 減額
※2～6 に該当する方は、別途、減免基準あり

国民年金保
険料の免除

国
【根拠法令など】国民年金法
【対象】住宅、家財、そのほかの財産について、おおむね２分の１以上の損害を受けられた方など
【内容】国民年金保険料の免除
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③公共料金の免除等

制度名 概要

下水道使用
料の支払い
期限の延長・
使用料の減

免

浦

安

市

【対象】公共下水道管理者が定める者
【内容】
・４月請求分の下水道使用量の指定口座からの振り替え、納入通知書の送付を延期。
・中町・新町地域の下水道使用料の基本料金の免除

ジェイコム千
葉の料金の
減免･支払期
限の延長

事

業

者

【対象】事業者が定める者

ＮＨＫ放送受
信料の免除

事

業

者

【免除期間】平成23年３月～８月

【対象】災害救助法が適用された区域内で、半壊、半焼または床上浸水以上程度の被害を受けた建

物の放送受信契約

※ＮＨＫが調査などを行い、免除の手続きを行うため、ＮＨＫへの申し込みは不要。免除が適用さ

れる場合は、支払い済み分を返金または平成23年９月分以降に充当

電気料金な
どの特別
措置

事

業

者

【対象】災害救助法が適用された区域内で、被害にあわれた契約者
【内容】
○支払期日を延長
平成 23 年２月分（３月 11 日以降に支払期日を迎えるものに限る）は４カ月間、３月分は３カ月間、４
月分は２カ月間、５月分は１カ月間、電気料金の支払期日（検針日の翌日から 30 日目）を延長

○不使用月の電気料金の免除
被災時から引き続きまったく電気を使用していない場合は、被災日が属する月分の次の月分の電
気料金から６カ月分の電気料金を免除

○工事費の免除
被災時から引き続き、まったく電気を使用しないで契約を解約し、平成 23 年９月末日までに新たに
申し込んだものは、原則、工事費を免除

○仮設工事費の免除
被災場所の復旧のために仮設電気を必要とする場合で、平成23年９月末日までに申し込んだもの
は、仮設工事費を免除

○被災により使用できなくなった設備の基本料金を免除
災害により電気設備が一部使用不能となった場合、復旧するまで使用ができない設備の基本料金
を、平成 23 年９月末日まで免除

○計量器などの取付工事費の免除
引込線、計量器などの取り付け位置を変更する場合で、平成 23 年９月末日までに申し込んだもの
は、原則、初回の工事費を免除

都市ガス料
金等の特別

措置

事

業

者

【対象】災害救助法が適用された区域内で、被害にあわれた契約者
【内容】
・被災によりガスの使用ができなくなった契約者が、同一場所で応急的にガスを使用するための臨時
のガス工事は、平成 23 年５月 31 日までに申し込んだ場合、そのガス工事費を全額無料とする

・被災された契約者の支払期日を、平成 23 年２月検針分は４カ月、３月検針分は３カ月、４月検針分
は２カ月、５月検針分は１カ月、それぞれ延長

・被災日の属する料金算定期間の翌料金算定期間から６カ月間のうち、被災された契約者がガスを
まったく使用しなかった料金算定期間は、基本料金を免除

電話料金な
どの免除・支
払期限の

延長

事

業

者

【内容】電話サービスの基本料金（回線使用料、配線使用料、付加機能使用料など）の取り扱い
被災による設備故障で電話が利用できなかった方などは、その期間（連続する 24 時間を単位とし
た日数）の基本料金などを無料とする

【対象・無料期間】ＮＴＴの設備故障が原因で電話などが利用できなかった方＝電話などが利用でき
なかった期間、災害救助法が適用された地域にお住まいで、被災し、実態的に電話などが利用で
きなかった方＝実態的に電話などが利用できなかった期間

○移転工事費の取り扱い
被災により、仮住居への移転工事などが生じた場合、その工事料金を無料とします。※ＮＴＴ以外
の電話機などの取付工事は対象外

○電話料金の支払期限の延長
希望の方の電話料金の支払期限を延長
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④保育・教育関係の支援

制度名 概要

保育園・幼稚
園の保育料・
授業料の減
免、補助金

交付

浦

安

市

●認可保育園
【対象】居住する家屋が全壊・大規模半壊・半壊の被害を受け、4月 1 日以降、認可保育園に在園し

ている園児の世帯
【減免期間】4 月～平成 24 年 3 月分の保育料
【減免内容】全壊＝全額、大規模半壊・半壊＝半額
●認証保育所・簡易保育所（補助金）
【対象】認証保育所・簡易保育所通園児補助金の交付決定者
【減免期間】通園児補助金交付決定の日～平成 24 年 3 月 31 日
【減免内容】全壊は基本保育料から交付補助金額を差し引いた額、大規模半壊または半壊は基本

保育料から交付補助金額を差し引いた額の 2 分の 1 の額を補助金として交付
●市立幼稚園
【対象】居住する家屋が全壊・大規模半壊・半壊の被害を受け、4月 1 日以降、市立幼稚園に在園し

ている園児の世帯
【減免内容】4月～平成24年 3月分の授業料、23年度入園児の入園料、23年度幼稚園預かり保育

利用料（通年・一時利用者）を、全壊＝全額、大規模半壊・半壊＝半額
●私立幼稚園

市内在住で、公認の私立幼稚園に通う園児のうち、被災程度などに基づく一定の条件を満たす
世帯は、就園奨励費補助金のなかで加算支給

被災児童生
徒就学援助

事業

浦

安

市

【対象】全壊・大規模半壊・半壊の被害を受けた建物に居住する児童・生徒がいる家庭
【減免期間】4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日

児童扶養
手当

浦

安

市

【内容】児童扶養手当の受給資格者などが、東日本大震災で財産に被害を受けた場合、前年の所
得による支給制限を解除する特別措置

【対象】
・本人の所得制限で、一部支給または全部停止になっている方またはその扶養親族などが所有す
る財産に損害を受けた方
・同居の親族などの所得制限で、全部停止になっている方の同居の親族などが所有する財産に損
害を受けた方

【被災財産の種類】
・住宅、家財
・主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋
・機械、器具そのほか事業の用に供する固定資産
※各財産の種別ごとに認定し、いずれか１つの財産について被害金額がその全体の２分の１以上

であれば該当

私立高等学
校授業料減

免制度

千

葉

県

【内容】対象の方の授業料を減免

【根拠法令など】千葉県私立高等学校等授業料減免事業補助金交付要綱

【対象となる学校】

・県内私立高等学校（通信制課程の県外在住生徒は除く）
・県内私立中等教育学校（後期課程）
・県内私立専修学校高等課程（高等学校卒業者および准看護師の養成を目的とする私立専修学
校高等課程の生徒は除く）

【対象】①＝生活保護を受給されている方、②＝市町村民税の所得割の額が１万8900円未満である
方、③＝市町村民税の所得割の額が基準額（平成 22 年度 14 万 8500 円）以下である方、④＝住
宅などの建物、土地、家財などに災害を受けた方、⑤＝②～④に準ずる程度に困窮していると認
められる方（家計急変の方を含む）に該当する方で、対象となる学校に在籍している方

【減免される額】
減免の要件 減免内容件

上記の①・②に該当 授業料の全額を免除

上記の③～⑤に該当 授業料の３分の２の額を免除

※減免内容について、学校により異なる場合あり
【減免基準と減免内容】（略）

奨学金制
度の緊急

採用

千

葉

県

【支援の種類】融資

【対象】家計支持者の失職、破産、会社の倒産、病気、死亡や、火災、風水害などによる家計急変の

ため、緊急に奨学金の貸与の必要が生じた方
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⑤福祉関係の支援

制度名 概要

介護保険料
の減免

浦

安

市

【内容】次に該当する介護保険の第１号被保険者の方の介護保険料の減免
【対象】次のいずれかに該当する方

1.居住する住宅の損害の程度が全壊・大規模半壊・半壊の方
2.主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方
3.主たる生計維持者の行方が不明である方
4.主たる生計維持者の収入が著しく減少した方
5.原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域および緊急時避難準備区域に関する

指示の対象になっている方
【減免期間】3 月 11 日～平成 24 年 2 月 29 日が納期限の保険料
【減免内容】全壊＝全額免除、大規模半壊・半壊＝2 分の 1 減額

介護サービ
ス利用料の

免除

浦

安

市

【対象】次のいずれかに該当する方
1.居住する住宅の損害の程度が全壊・大規模半壊・半壊の方
2.主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方
3.主たる生計維持者の行方が不明である方
4.主たる生計維持者が業務を廃止または休止した方
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
6.原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域および緊急時避難準備区域に関する

指示などの対象になっている方
7.特定避難勧奨地点に居住しているため、避難している方

【減免期間】3月 11日～平成24年 2月 29日（介護保険施設などでの食費および居住費などは、厚
生労働大臣が定める日まで）

【減免内容】介護サービス利用料の全額免除

障がい福祉
サービスなど
の利用者負
担額の免除

浦

安

市

【対象】全壊・大規模半壊・半壊の被害を受けた障がい福祉サービスの利用者
【対象サービス】介護給付、訓練等給付、補装具の購入または修理、日常生活用具給付、移動支

援、日中一時支援
【免除内容】利用者負担額を免除

障がい者
（児）手当金
制度の所得
制限の緩和

浦

安

市

【対象】住宅・家財などの財産に、その価格の 2 分の 1 以上の損害を受けた受給者
【対象となる手当】特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当
【内容】所得制限適用を除外

後期高齢者
医療保険料

の減免

浦

安

市

詳細は未定
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⑥労働関係の支援

制度名 概要

雇用調整助
成金･中小企
業緊急雇用
安定助成金

国
【内容】対象の事業主に、休業手当相当額などの一部を助成する制度
【対象】東日本大震災で経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、従業員の雇用を維持
するために一時的に休業など（教育訓練を行う場合を含む）をした事業主

雇用保険
失業給付の
特例措置

国

【対象・内容】対象の方に雇用保険の基本手当てを支給する特例措置を実施する制度

対象 特例措置

事業所が災害を受けたことで、休止・廃
止したために、休業を余儀なくされ、賃
金を受けることができない状態にある方

実際に離職をしていなくても失業給付を
受給できる

災害救助法の指定地域にある事業所が被
災し、事業が休止・廃止したために、一
時的に離職を余儀なくされた方

事業再開後の雇用が予定されている場合
でも失業給付を受給できる

未払賃金
立替払制度

独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構

【内容】企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者への未払賃金の一部を、独立行政

法人労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う制度

【対象】次の要件を満たす使用者と労働者

○使用者

・労働者災害補償保険（労災保険）の適用事業で１年以上事業活動を行っていたこと

・法律上の倒産または事実上の倒産に該当する

○労働者

・倒産について、裁判所への破産申し立てなど（事実上の倒産の場合は、労働基準監督署長への

認定申請）が行われた日の６カ月前から２年後の間に退職していること

・未払賃金があること

※ただし未払賃金の総額が２万円未満の場合は立替払を受けられない
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⑦商工関係の支援

制度名 概要

浦安市制度
融資

浦

安

市

【内容】経営安定化資金

【対象】次の条件を満たす市内の中小企業者

・最近３カ月の売上高が前年同期と比較して10％以上減少している、または災害により一時的な事

業資金を必要としている

・浦安市内に事業所があり、浦安市内で１年以上同一の事業を継続して営んでいる

・市税を滞納していない

・千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいる

・罹災証明書または被災証明書の発行を受けた（売上高減少の場合は不要）

【融資限度額】1500万円（運転資金・設備資金）

【融資期間】５年以内
【融資利率】

期間 利率

１年以内 2.2％

１年超３年 2.5％

３年超５年以内 2.6％

５年超７年以内 2.9％

７年超 10 年以内 3.2％

※利子補給率は、融資利率と同率

【申込】市内金融機関

セーフティネ
ット保証

（経営安定関
連保証）

浦

安

市

【根拠法令等】中小企業信用保険法

【内容】災害などにより経営状況に支障が生じている中小企業者が、保証限度額内の別枠保証を利

用できる制度

【対象】最近３カ月の売上高などが前年同月比５％以上減少した方、または最近１カ月の売り上げな

どが前年同月比と比較して20％以上減少し、かつその後の２カ月間を含む３カ月の売上高などが

前年同月比と比較して20％以上減少すると見込まれる方

千葉県制度
融資

千

葉

県

【内容】セーフティネット資金（災害緊急対策）

【対象】地震の直接的な被害を受け、市町村の罹災証明書を受けた千葉県内の中小企業者

【融資限度額】8000万円

【利子補給率】1.15％ ※補給期間最長５年

【融資利率】年利1.5～2.1％ ※融資期間による

【保証料】年0.65％

※９月11日までに、貸し付けされることが必要


